
ごみ情報紙

Think ECO
　　　　【プラスチック製
　　　　　　容器包装の出し方】令和3年11月号

など など

プラスチック製容器包装とは、購入した商品が入っていた

プラスチック製の入れものや包んでいるものです。

したがって、「プラ」マークがついていてもハンガーなど、

プラスチックでも「製品」は対象外となり、燃やせるごみと

なります。

ごみステーションに出され、警告ステッカーが貼られる違反ごみ

の中で一番多いのは「プラスチック製容器包装」です。

今月号では、再度正しい出し方を確認します。

基本は

「食品トレイ」 「卵パック」 「ペットボトルの

ラベル・キャップ」

「ボトル類」

「バケツ」 「ボタン」 「使い捨ての

スプーン・フォーク」

「発泡スチロール」 「おもちゃ」 「汚れが落ちないもの」

燃やせるごみ
（ の指定ごみ袋）

収集されたプラスチック製容器包装は、

圧縮して「ベール品」と呼ばれる一つの

塊にして、リサイクル先に引渡します。

毎年、このベール品の品質調査があり、

混入物が多いと受け入れてもらうことが

出来なくなります。 【ベール品】

プラスチック製容器包装
（ または の袋）

容器・包装 製品・汚れ



　

【家庭ごみに関するお問い合わせ先】
市役所市民環境部廃棄物対策課(2階⑯番窓口) TEL：0126-23-4111(内線214・215)

ごみ出しルールが守られずにごみステーションに出されたごみは、

が貼られ、収集されません。

ステッカーの貼付枚数は、令和２年度で約４万５千枚となっており、

分別区分ごとに集計すると、プラスチック製容器包装が突出して多く、

全体の約７割の約３万２千枚となっています。

したがって、「プラ」マークがついていてもハンガーなど、

違反ごみ警告ステッカーが貼られたもので

多い間違いは、プラスチック製品が混入して

いることです。

【違反ごみ警告ステッカー貼付枚数の割合】

不適正排出は収集されないので、そのまま

にするとごみステーション内を圧迫し、他の

利用者に迷惑がかかります。

ごみを出す前に正しく分別ができているか

もう一度確認し、ごみを出した後にステッカ

ーが貼られていたら持ち帰り、分別してから

出し直しましょう。

・「プラ」マークを確認

・汚れは落とす

・ふたをはずす

・二重袋にしない

違反ごみ警告ステッカー

プラスチック製

容器包装

70%燃やせるごみ

3%

燃やせないごみ

4%

びん・缶・ペットボトル

6%

紙類・危険ごみ

17%


